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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 茨城県常総市水海道高野町地先利根川水系鬼怒川高野救急排水施設（以下「排水

施設」という。）の操作については、この操作要領の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 排水施設の操作は、釜屋堀川から鬼怒川へ排水することにより、釜屋堀川の洪水

による被害を軽減することを目的とする。 

第２章 排水施設の操作方法 

（洪水時における操作の方法） 

第３条 下館河川事務所長（以下「所長」という。）は、高野樋管が全閉している場合にお

いて、次の各号に定めるところにより排水施設を操作するものとする。 

一 所長は、高野樋管の川裏量水標において測定した釜屋堀川水位（Ｙ．Ｐ．＋８．９０

メートルを零点とした量水標の水位をいう。以下「川裏水位」という。）が１．１０メー

トル以上となったときは、排水施設のポンプの運転を開始するものとする。 

二 所長は、排水施設のポンプを運転している場合において、川裏水位が１．１０メート

ルを下回ったときは、排水施設のポンプの運転を停止するものとする。 

三 所長は、前項により排水施設のポンプの運転を停止している場合において、川裏水位

が１．１０メートル以上となったときは、排水施設のポンプの運転を開始するものとす

る。 

四 所長は、排水施設のポンプを運転している場合において、樋管の川表量水標において

測定した鬼怒川の水位（Ｙ．Ｐ．＋９．０５メートルを零点とした量水標の水位をいう。

以下「川表水位」という。）が７．２０メートルを越え、さらに上昇するおそれがあると

きは、排水施設のポンプの運転を停止するものとする。 

五 所長は、前号により排水施設のポンプの運転を停止している場合において、川表水位

が７．２０メートル以下になったときは、排水施設ポンプの運転を開始するものとする。 



（平水時における操作の方法） 

第４条 所長は、高野樋管が全開している場合には、排水施設のポンプの運転を停止して

おくものとする。（前条の操作を行っているときを除く。） 

（操作の方法の特例） 

第５条 所長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前２

条に規定する方法以外の方法により排水施設を操作することができるものとする。 

（操作の際に行う通知） 

第６条 所長は、第３条第四号により排水施設のポンプの運転を停止したときは、関東地

方整備局長（以下「局長」という。）の定めるところにより、関係機関に通知するものと

する。 

（操作に関する記録） 

第７条 所長は、排水施設を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくもの

とする。 

一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

二 気象及び水象の状況 

三 操作の内容 

四 第５条に該当するときは、操作の理由 

五 第６条の通知の状況 

六 その他参考となるべき事項 

第３章 洪水警戒体制 

（洪水警戒体制の実施） 

第８条 所長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、洪水警戒体制にはいるものと

する。 

一 鬼怒水海道水位観測所において測定した鬼怒川の水位（Ｙ．Ｐ．＋９．９１４メー

トルを零点とした量水標の水位をいう。以下「鬼怒川水位」という。）が１．００メート



ルに達し、さらに上昇するおそれがあるとき。 

二 その他内水被害が発生するおそれのあるとき。 

（洪水警戒体制における措置） 

第９条 所長は、洪水警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。 

一 洪水時において排水施設を適切に管理することのできる要員を確保すること。 

二 排水施設及び排水施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこ

と。 

三 排水施設の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集

を密にすること。 

四 その他排水施設の管理上必要な措置をとること。 

（洪水警戒体制の解除） 

第１０条 所長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそ

れがなくなったときは、洪水警戒体制を解除するものとする。 

第４章 雑則 

（点検及び整備） 

第１１条 所長は、排水施設及び排水施設を操作するために必要な機械、器具等について

は、「関東地方整備局河川管理施設機械設備定期点検標準要領」（平成２１年３月３１日

付け国関整施企第１７３号、国関河管第１４７号）及び「河川管理施設の操作委託にお

ける点検実施要領（案）」（平成２２年３月１５日付け国関整施企第１５８号、国関河管

第１０９号）により、点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。 

（観測） 

第１２条 所長は、鬼怒川水位その他排水施設を操作するために必要な事項を毎正時観測

するものとする。 



（記録） 

第１３条 所長は、第７条に掲げるものの他排水施設の管理に関する事項については、記

録及び保存を行うものとする。 

（所長への委任） 

第１４条 この操作要領に定めるもののほか、この操作要領の実施のため必要な事項は、

所長が定める。 

附則 

この操作規則は平成２３年６月２４日から施行する。 


